
近 畿 共 済 安 全 通 信

事 故 防 止 機 器 購 入 （ リ ー ス ） に 係 る 費 用 の
一 部 助 成 に つ い て の ご 案 内

運行管理者一般講習を開催！

毎年実施している、事故防止機器購入（リース）に係る費用の一部助成について、
今年度も実施が決定しました。詳細は、近畿共済ＨＰをご覧ください。

★対象者：近畿共済に自動車共済契約のある組合員

★実施期間：令和６年８月１日～令和７年２月２８日

★対象機器：・ドライブレコーダー・デジタルタコグラフ・ドラレコ、デジタコ一体型

※いずれも令和６年１月１日以降に導入された機器が対象。（機器指定無）

★助成金額：１台あたり１０，０００円

（購入金額が１０，０００円を下回る場合は購入実費金額を助成。）

★助成台数：令和６年３月末の自動車契約台数によって限度あり

※期間内に助成総額の限度に達した場合は、
その時点で取扱いを打ち切ります。

去る７月１１日、大阪府トラック総合会館にて「運行管理者一般講習」を開催
し、８７名のご参加をいただきました。今年度より近畿共済は、運行管理者一般
講習の開催認定機関となり、認定後初めての開催でした。受講者の皆さまには、
自動車運送事業に関する法令や運行管理業務に関する内容など５時間分の講習で
知識を深めていただきました。

★運行管理者として選任されており、

2023年度に一般講習を受講していな

い方。(※2年に1回の受講が必須)

★補助者として選任されており、運

行管理者の資格取得を目指している

方。(※基礎講習の受講が必須)
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